
尼崎市立小田北中学校 

試行期間開始 

誇れる学校のルールを考えよう 
 

昨年度は皆さんの頑張りにより、靴下・髪留め・制服の着方・ストッキング、タイツ、レギンス

に関する学校のルールを変更することができ、今年度は髪型について新たなルールの改定に

向けて皆さんと一緒に考えて来ました。学校のルールは、守ることで社会性が培われ、将来皆

さんが大人になった時に柔軟に対応できる力を養うためにあります。今回、登下校時の防寒用

上着について検討するにあたり、皆さんが常識的な感覚を身に付けるためにどのように変更

をするべきか、また何に注意するべきか、試行期間中に、しっかりと考えてください。 

現在の学校のルール 

防寒用上着 ： 着用不可。  

 

登下校時の防寒用上着について 

改定案 登下校時に防寒用上着を着用しても良いとする。 

  

注意点 ・登下校時のみ着用し、授業に支障が無いようにすること。 

 

・学校生活中は防寒用上着を教室内の自分のロッカーや鞄の中に 

入れる。又は、椅子に掛けて管理をすること。 

（学校指定の鞄やサブバッグの他に、個人で用意した鞄に防寒用 

上着を入れても良い。） 

 

・破損や汚れる可能性があり、自己責任で管理をすること。 

 

 ・学ラン、ブレザーと同じ位の丈までとすること。 

 

 ・登下校時の防寒用上着として、常識的な色や柄を選んで着用を 

すること。 

 

・収納場所にしっかりと納まるように注意をすること。 

 

・防寒用上着の中は、今まで通りの制服の着こなしで良い。 

 

・防寒用上着としてベスト型も許可する。 

 

・フード付きの防寒用上着は許可するが、そのフードを被る事は 

不可とする。（周りが良く見えず、安全確認がしにくくなる為。） 

 


